
空家を放置したままにすると・・・

空家を放置すると危険

問合せ 総務課5階53番　☎06-4399-9683　 　06-6629-4533

空家をそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれや著しく景観を損なってい
る状態にある「特定空家等」として指導対象となることがあります。
「特定空家等」として指導され、改善せずに放置し続けると、次のようなことになる場合もあります。

です！

土地の固定資産税等の額があがります。（住宅用地特例が適用されなくなります）
改善命令を受け、それに違反すると50万円以下の過料に処せられます。
強制撤去され、費用が所有者に請求されます。

区生涯学習講座「家族で参加できる 紙ヒコーキ教室」

「くるくる回る“紙コプター”」、「本物のようにスイスイ
“ふわふわトンボ”」、「よく飛ぶ折り紙ヒコーキ“スカイエー
ス号”」の3種類の紙ヒコーキを作って飛ばしてみよう！
「よく飛ぶ作り方・よく飛ぶ飛ばし方・みんなと楽しむ遊び
方」を学び、紙クラフトの基本や飛行の科学にも触れます。

区民ホール（区役所3階）場所

15組程度定員

8月19日金
（1）は17:00、（2）は必着

締切

未就学児～小学生 ※小学校３年生以下は保護者同伴対象
日時 ９月17日土 10:00～12:00

無料

申込 下記どちらかの方法でお申し込み下さい。（申込多数の場合は抽選）
（1）行政オンラインシステム（要事前登録）
（2）往復はがきに講座名・参加者全員の氏名・ふりがな・年齢（学年）・

住所・電話番号を記入のうえ、〒546-8501 東田辺1-13-4 区役所
区民企画課「紙ヒコーキ教室」係へ
なお、往復はがき返信面には応募者の郵便番号・住所・氏名をあら
かじめご記入ください
※一時保育の利用（若干名）を希望される場合は、その旨を記載ください

問合せ
区民企画課 ５階54番
☎06-4399-9922　
 　06-6629-4564

区内の幼稚園、認可保育所（園）、認定こども園、小規模保育施設のパネ
ル展示、パンフレット等の配架により、各施設の紹介を行います。各施設の
情報を効率的に収集できる場として、施設選びにお役立てください。

問合せ 保健福祉課（福祉）2階28番
☎06-4399-9834　 　06-6629-4580

申込不要無料

区民ホール（区役所3階）場所
日時 8月27日土 13:00～16:00（受付終了 15:30）

対象 就学前のお子さんと保護者
（プレママ・プレパパ含む）

　住宅の性能向上や地域まちづくりのための用途に
改修する費用等の一部を補助します。補助を受ける
には、要件が複数あり、工事契約・着手前に申請（締切は12月中
旬）が必要です。詳しくは大阪市ホームページをご確認ください。

空家利活用改修補助事業
現在の登記を確認しましょう！
相続登記が適切になされてい
ないと、手続きに多くの時間や
費用がかかってしまいます。

空家のことでお困りでしたら区役所にご相談を！
区役所では専門家による相談を実施していま
す。詳しくは5面「市民向け無料相談」をご覧く
ださい。

大切な住まいを将来空家にしないために

問合せ 大阪市立住まい情報センター 4階5番　☎06-6882-7053

申込要

持ち物 ものさし（15㎝以上）、はさみ、筆記用具
※ご家族で参加される場合は人数分ご用意ください

問合せ 総務課5階53番　
☎06-4399-9683　 　06-6629-4533

この日は「保
育コンシェル
ジュさんとお話
会」。『ぽけっと』
の先生方が子
どもたちのこと
を見てくれるので、お母さんたちも安心し
て相談していましたよ♪

今回は地域子育て支援センター『ぽけっと』天宗東住吉園に行ってきたよ！

なっぴーの 子育てリポート！！

令和
4年度

東住吉区
幼稚園・保育所等情報フェア
東住吉区
幼稚園・保育所等情報フェア
東住吉区
幼稚園・保育所等情報フェア

育児に関する情報提供や相談ができ、親子で遊べる
場所です。季節に合わせたイベントも開催されています。『ぽけっと』とは

5人のお子さんと

お母さんが来てくれました！5人のお子さんと

お母さんが来てくれました！

●新型コロナウイルス感染予防対策のため、幼稚園・保育所等の施
設職員の参加はありません（パネル展示・パンフレット配架のみ）。

●保育コンシェルジュ等が常駐しているので、保育施設の申込みに関
する相談や質問ができます。
●当日駐車場は使用できませんので、お車での来場はご遠慮ください。
●ご来場の際はマスクの着用をお願いします。

保護者間の
交流もできるよ！

紙ヒコーキ倶楽部 代表 前田 正勝さん講師
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8 「犯罪被害者等支援のための総合相談窓口」
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